
日 時

場 所

決議事項

第１号議案
第２号議案

2026年６月26日（金曜日）
午前10時 受付開始：午前９時30分

東京都中央区新川一丁目17番21号
茅場町ファーストビル６階
株式会社ナカボーテック本社
会議室Ａ・Ｂ
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役7名選任の件

定時株主総会招集ご通知

証券コード：1787
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（証券コード1787）
2026年６月５日

（電子提供措置の開始日2026年５月29日）
株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目17番21号

代表取締役
社 長 宮 地 誠

第83期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、当社第83期定時株主総会を開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に

ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第83期定時株主
総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスの上、ご
確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト https://www.nakabohtec.co.jp/ir/library/

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも
掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして
銘柄（ナカボーテック）又は証券コード（1787）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書
類/PR情報」を選択の上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席願えない場合には、インターネットまたは書面により議決権を行使すること
ができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、
2026年６月25日（木曜日）午後５時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げま
す。

敬 具
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１．日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時 受付開始：午前９時30分

２．場 所 東京都中央区新川一丁目17番21号 茅場町ファーストビル６階
株式会社ナカボーテック本社 会議室A・Ｂ
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目的事項
報告事項 第83期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告及び計算書類報

告の件
決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件

４．招集にあたっての決定事項
法令および当社定款の規定に基づき電子提供措置事項から一部を除いた書面をご送付して

おります。また、ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされ
ない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し

上げます。
◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイト

にその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。
◎ 本総会の結果につきましては、書面による決議通知の発送に代えて、本総会終了後、インターネット上のウ

ェブサイトに掲載いたします。
掲載ウェブサイトアドレス：https://www.nakabohtec.co.jp/ir/library/

◎ スライド投影による事業報告内容の説明を実施し、事前にウェブサイトに掲載いたします。当該スライド
は、６月22日（月）以降に同ウェブサイトでご覧いただけますので、株主の皆様におかれましては是非ご
一覧いただきますようお願い申し上げます。
掲載ウェブサイトアドレス：https://www.nakabohtec.co.jp/ir/businessreport/
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【インターネットによる議決権行使のご案内】
インターネットにより議決権を行使される場合は、予め次の事項をご了承いただきますようお

願い申し上げます。

1. 議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご

利用いただくことによってのみ可能です。 （https://www.web54.net）

2. 議決権行使の方法について
（1）パソコンをご利用の方

上記のアドレスにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行
使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力くださ
い。

（2）スマートフォンをご利用の方
同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログ

インQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワー
ド」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。
なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更する場合には、再度QRコードを読み

取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いた
だく必要があります。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

3. 議決権行使のお取り扱いについて
（1）議決権行使期限は、2026年６月25日（木曜日）午後５時までに行使されますようお願

い申し上げます。
（2）書面により議決権を行使される場合は、2026年６月25日（木曜日）午後５時までに到

着するようご返送ください。
（3）書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる

ものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
（4）インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効

といたします。
（5）議決権行使書面において各議案に対し賛否のご表示がない場合は賛成の表示があったも

のとして取り扱います。
（6）議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためにプロバイダーへの接続料金及び通信事

業者への通信料金（電話料金等）が必要となる場合がありますが、これらの料金は株主様
のご負担となります。
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4. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて
（1）パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。本総会

終了後まで暗証番号と同様に大切に保管願います。
なお、議決権行使コード及びパスワードのご照会にはお答えできませんのでご了承くだ

さい。
（2）パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご

希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

5. お問い合わせ先について
（1）インターネットによる議決権行使に関するパソコンなどの操作方法がご不明な場合は、

以下にお問い合わせください。
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル[電話] 0120（652）031
（受付時間 ９：00〜21：00）

（2）その他のご照会
ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様

お取引の証券会社あてにお問い合わせください。
イ. 証券会社の口座のない株主様

（特別口座をお持ちの株主様）
三井住友信託銀行 証券代行部
［電話］ 0120（782）031
（受付時間 ９：00〜17：00 土日休日を除く）

以上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金処分の件
当社は、利益配分について、継続的な安定配当を基本方針としつつ、配当性向、自己株式の取得を含めた株主

資本総還元率を総合的に勘案した株主還元を行っております。具体的指標として、2024年３月期からの３年間
を対象とした中期経営計画「23中計」において、配当性向70％を目途とした継続的な株主還元に努める方針と
しております。
上記の基本方針や当期の業績等を踏まえ、第83期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存

じます。
① 配当財産の種類

金銭といたします。
② 配当財産の割当に関する事項及びその総額

１株当たり335円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は821,424,355円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月29日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役7名選任の件
取締役全員7名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役７名の選任をお願い

するものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号 氏名 現在の当社における地位・担当 在任

年数
取締役会への
出席状況

１ 再 任
みや じ まこと

宮地 誠 代表取締役社長
兼 社長執行役員 2年 14回/14回

（100％）

２ 再 任
みなみ まさ のぶ

南 正信
代表取締役専務取締役
兼 専務執行役員
兼 管理本部長
兼 技術本部長

7年 14回/14回
（100％）

３ 再 任
はま だ まさ ひろ

濱田 昌宏
取締役
兼 常務執行役員
兼 事業本部長

3年 14回/14回
（100％）

４ 再 任
わか い けん た ろう

若井健太郎 社外取締役 取締役 1年 10回/10回
（100％）

５ 再 任
しば た こう いち ろう

柴田幸一郎
社外取締役

独立役員
取締役 4年 13回/14回

（92％）

６ 再 任
きし とし はる

岸 利治
社外取締役

独立役員
取締役 4年 13回/14回

（92％）

７ 新 任
おお もり ゆ り

大森 有理
社外取締役

独立役員
ー ー

ー
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候補者番号 再 任

所有する当社の株式の数 1,841株

取締役在任年数 2年

取締役会への出席状況 14回/14回（100％）
１

みや じ まこと

宮地 誠
（1964年１月30日生）

略歴、当社における地位、担当

1986年４月 三井金属鉱業株式会社
（現：三井金属株式会社）入社

2011年６月 同社機能材料事業本部電池材料
事業統括部長

2014年４月 同社執行役員機能材料事業本部
電池材料事業部長

2015年４月 同社執行役員機能材料事業本部
触媒事業部長

2015年10月 同社執行役員機能材料事業本部
副本部長兼触媒事業部長

2016年４月 同社執行役員機能材料事業本部
副本部長兼機能粉事業部長

2018年４月 同社執行役員経営企画本部人事部長
2021年４月 同社執行役員経営企画本部経営企画部

秘書室長
2021年６月 同社取締役兼執行役員
2023年４月 同社取締役兼常務執行役員技術本部長
2024年４月 同社取締役
2024
2025

年
年

6
６

月
月

当社取締役兼常務執行役員兼社長補佐
当社代表取締役社長兼社長執行役員
（現任）

取締役候補者とした理由
宮地誠氏は、関係会社である三井金属鉱業株式会社（現：三井金属株式会社）に入社し、同社において電池
材料をはじめとする機能材料分野の技術並びに事業運営に携わり、ものづくりに対する深い知見を有すると
ともに、数多くの技術や製品の開発に尽力してきました。また、同社人事部長、環境及び安全衛生最高責任
者等を歴任し、同社の人的資本及びサステナビリティ経営に取り組んでまいりました。これらの幅広い知見
と経験に裏打ちされたリーダーシップを、当社重要事項の意思決定及び業務執行を通した株主価値・企業価
値向上のために発揮してきました。当社の持続的な成長を目指すにあたり、経営判断を担う必要不可欠な人
材と判断し、引き続き取締役候補者としました。
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候補者番号 再 任
所有する当社の株式の数 5,130株

取締役在任年数 7年

取締役会への出席状況 14回/14回（100％）
２

みなみ まさ のぶ

南 正信
（1962年６月21日生）

略歴、当社における地位、担当

1987年４月 当社入社
2011年４月 当社事業統括部技術部長
2013年６月 当社執行役員事業統括部技術部長
2014年４月 当社執行役員事業統括本部

技術統括部長
2016年４月 当社執行役員

事業開発本部事業開発部長
兼経営企画室長兼情報システム室長

2017年６月 当社執行役員事業統括本部
名古屋支店長

2019年 6 月 当社取締役兼執行役員事業統括本部
名古屋支店主管兼名古屋支店長

2021年４月 当社取締役兼執行役員事業統括本部
副本部長兼事業企画室長

2022年４月 当社取締役兼執行役員経営企画部主管
兼経営企画部長

2023年 4 月 当社取締役兼常務執行役員
兼経営企画部長

2023年６月 当社取締役兼常務執行役員
兼経営企画部長兼技術本部長

2025年６月 当社代表取締役専務取締役
兼専務執行役員兼管理本部長
兼技術本部長（現任）

取締役候補者とした理由
南正信氏は、当社に入社以来、主に技術開発、施工管理の分野に携わり、豊富な経験に基づく防食技術の知
見と技術・開発全体を俯瞰する立場から指導する能力を有しております。また、中期経営計画の策定におい
ては、経営企画管掌として主導的な役割を果たし、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指す
事業戦略、サステナビリティ等のESG戦略を構築いたしました。また、取締役会における経営戦略等の立
案・審議や監督を行っており、これら適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者としました。
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候補者番号 再 任
所有する当社の株式の数 7,733株

取締役在任年数 3年

取締役会への出席状況 14回/14回（100％）
３

はま だ まさ ひろ

濱田 昌宏
（1966年2月3日生）

略歴、当社における地位、担当

1988年４月 当社入社
2012年４月 当社東北支店長
2018年 6 月 当社執行役員東北支店長
2021年４月 当社執行役員名古屋支店長
2023年４月 当社常務執行役員兼事業本部副本部長

2023年 6 月 当社取締役兼常務執行役員
兼事業本部長兼製造調達統括部長

2026年 4 月 当社取締役兼常務執行役員
兼事業本部長（現任）

取締役候補者とした理由
濱田昌宏氏は、当社に入社以来、事業の中核である技術・営業の両部門に携わり、東北支店長、名古屋支店
長等を歴任して事業最前線での経験を長く積んでまいりました。事業本部長就任後は、全支店・営業所及び
製造調達部門を統括する立場から、当社収益に大きく貢献してまいりました。防食技術に対する豊富な知識
に裏打ちされた顧客に対する高い提案力を持ち、顧客との幅広い人脈と豊富な経験を経営に活かすことが期
待されること、事業部門を統率するマネジメントの力量も充分に備えた人材であると判断されることより、
引き続き取締役候補者といたしました。

2026年05月25日 12時18分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



知
通
ご
集
招

告
報
業
事

類
書
算
計

告
報
査
監

類
書
考
参
会
総
主
株

― 10 ―

候補者番号 再 任 社外取締役

所有する当社の株式の数 ０株

取締役在任年数 1年

取締役会への出席状況 10回/10回（100％）
４

わか い けん た ろう

若井 健太郎
（1967年2月26日生）

略歴、当社における地位、担当

1989年 4 月 三井金属鉱業株式会社
（現：三井金属株式会社）入社

2015年 4 月 三井金属アクト株式会社
営業本部営業3部部長

2015年10月 同社営業本部副本部長
2022年 4 月 三井金属鉱業株式会社執行役員

三井金属アクト株式会社
代表取締役社長

2025年 4 月 三井金属鉱業株式会社執行役員兼経営
企画本部経営企画部副部長兼事業室長

2025年６月 当社取締役（現任）

2026年 4 月 三井金属株式会社執行役員兼経営企画
本部経営企画部長兼事業室長（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
若井健太郎氏は、関係会社である三井金属鉱業株式会社（現：三井金属株式会社）に入社し、同社において
主に自動車部品関連の事業において長きにわたり事業戦略や営業・マーケティングに携わってまいりまし
た。また、欧米等の海外における生産拠点の経営に携わった後、自動車部品事業を統括する企業の社長を務
め、経営者としての豊富な経験と高度な見識を有しています。これまでに社外取締役として当社の経営に対
して客観的・専門的な視点から有益な意見や指摘及び助言をしております。以上の理由より、同氏を社外取
締役としての職務を適切に遂行する人材であると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号 再 任 社外取締役 独立役員
所有する当社の株式の数 ０株

取締役在任年数 4年

取締役会への出席状況 13回/14回（92％）
５

しば た こう いち ろう

柴田 幸一郎
（1961年4月17日生）

略歴、当社における地位、担当

1993年 4 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
1998年 2 月 弁護士柴田幸一郎法律事務所開設

2017年10月 森六ホールディングス株式会社
（現：森六株式会社）社外取締役
（現任）

2022年 6 月 当社取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
柴田幸一郎氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知識に基づき、コーポレート・ガバナンス及び企業法
務に関する高い見識を有しています。また、他社において社外取締役として経営に携わり、企業経営にも通
じていることから、これまでに独立社外取締役として当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益な
意見や指摘及び助言をしております。加えて、当社の指名・報酬委員会の委員長として、役員候補者選定や
取締役報酬の議論において、当社経営の透明性を高めるために重要な役割を果たしております。以上の理由
より、同氏を独立社外取締役としての職務を適切に遂行する人材であると判断し、引き続き社外取締役候補
者といたしました。
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候補者番号 再 任 社外取締役 独立役員
所有する当社の株式の数 ０株

取締役在任年数 4年

取締役会への出席状況 13回/14回（92％）
６

きし とし はる

岸 利治
（1967年5月26日生）

略歴、当社における地位、担当

2007年 4 月 東京大学生産技術研究所准教授
2009年 8 月 東京大学生産技術研究所教授（現任）

2022年 6 月 当社取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
岸利治氏は、東京大学生産技術研究所においてコンクリート工学を専門とする教授として、高い専門性と豊
富な知識に基づく技術領域における高い見識を有しています。これまでに独立社外取締役として当社の経営
に対して客観的・専門的な視点から有益な意見や指摘及び助言をしております。また、当社の指名・報酬委
員会の委員として役員指名や取締役報酬の議論において、当社経営の透明性を高めるために重要な役割を果
たしております。以上の理由より、同氏を独立社外取締役としての職務を適切に遂行する人材であると判断
し、引き続き独立社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号 新 任 社外取締役 独立役員
所有する当社の株式の数 ０株

取締役在任年数 ー

取締役会への出席状況 ー
７

おお もり ゆ り

大森 有理
（1982年２月４日生）

略歴、当社における地位、担当

2013年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
2013年12月 大森法律事務所 入所
2014
2016

年
年
10
４

月〜
月

国土交通省住宅局住宅生産課
（任期付職員）

2018年４月 国土交通省関東地方整備局
「工事等成績評定審査会」委員
（現任）

2019年６月 国土交通大学校 講師 （現任）

2019年６月 一般財団法人全国建設研修センター
講師 （現任）

2022年４月 共立女子大学 非常勤講師（現任）
2023年 2 月 大森法律事務所 パートナー（現任）
2024年 9 月 日本大学 理工学部 非常勤講師

（現任）
2025年 1 月 民間(七会)連合協定工事請負契約約款

委員会 法律顧問 （現任）

2026年 1 月 国土交通省総合政策局 インフラマネ
ジメント戦略小委員会委員（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
大森有理氏は弁護士としての専門的知見と共に、過去に国土交通省勤務経験もあることから、特に建設行
政、行政法務及びコンプライアンス分野に豊富な実務経験を有しており、建設業法制、公共工事に係る入
札・契約制度、監督行政及び取引の適正化に関しても知識を有しております。
同氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、建設業界に関する法務経験等を有してい
ることから、同氏を独立社外取締役としての職務を適切に遂行する人材であると判断し、独立社外取締役候
補者といたしました。

（注）大森有理氏の戸籍上の氏名は田中有理であります。
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（注）1. 各取締役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
2. 当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役

がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる
ことのある損害が補填されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険
者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

3. 当社は現在、柴田幸一郎氏、岸利治氏、及び若井健太郎氏との間で、会社法第４２３条第１項の責任
について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第４２５条第
１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする旨の責任限定契約を締
結しております。３氏の再任が承認された場合、当社は３氏との間の責任限定契約を継続する予定で
あります。また大森有理氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締
結する予定であります。

4. 大森有理氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同氏が原案どおり選任された
場合には、新たに独立役員となる予定であります。また、柴田幸一郎氏及び岸利治氏が原案どおり再
選された場合には、引続き独立役員となる予定であります
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ご参考
第２号議案が承認可決された後の取締役及び監査役に期待する知識・経験・能力（スキルマトリックス）

氏名 地位

各役員に特に期待する分野

企業経営 事業戦略 財務会計
研究開発
技術
製造

マーケティング
営業

安全・環境
品質

法務
ガバナンス

人事
人材開発

サステナ
ビリティ

宮
み や じ
地 誠

まこと
取締役 ● ● ● ● ● ●

南
みなみ

正
まさのぶ
信 取締役 ● ● ● ● ● ●

濱
は ま だ
田 昌

まさひろ
宏 取締役 ● ●

若井健太
わ か いけんたろう

郎 社外取締役 ● ● ●

柴田幸一
し ば たこういちろう

郎 社外取締役【独立】 ● ●

岸
きし

利
としはる
治 社外取締役【独立】 ●

大
おおもり
森 有

ゆ り
理 社外取締役【独立】 ● ●

星
ほしかわ
川 次

つ ぐ お
夫 常勤監査役 ● ● ● ●

大
お お の
野 寿

かずひろ
宏 社外監査役 ● ● ●

小
お ば た
畑 明

あきひこ
彦 社外監査役【独立】 ● ●

本マトリックスは、各人の有する全ての経験・知見を表すものではなく、各人の経験等を踏まえて特に専門性を
発揮することが期待される分野を記載しております。

以 上
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事 業 報 告
（2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

1．会社の現況
（1）事業の経過及びその成果

事業環境
当社を取り巻く事業環境は、老朽化が進む各種インフラ施設の維持管理を通じた長寿命化

を図る取り組みが続いており、当社主力の港湾分野を中心に官民ともに市場は活発な状況が
継続しております。

当社の取り組み
このような状況下、当社は2023年４月に、経営・事業活動の基軸となるパーパスを制定

し、2023年度を初年度とする中期経営計画「23中計」を策定いたしました。当事業年度に
おきましては、「23中計」に定めた戦略に則り、積極的な調査業務を通じた新規案件の提案
営業に注力するとともに、新規事業への取り組みを加速し、更に新技術・新工法の開発・展
開に取り組んでまいりました。

当期の業績
当事業年度につきましては、ロシア・ウクライナ情勢や円安の進行、エネルギー価格を始

めとする物価上昇など不安定な社会・経済情勢の中、当社事業につきましては、その他事業
のＲＣにおいて大型案件が継続して出件されたものの、好調であった前事業年度の水準には
及ばず、受注高は前事業年度に比べ303百万円減の14,610百万円となりました。一方、売
上高は前事業年度からの繰越案件が順調に進捗したこともあり、前事業年度に比べ177百万
円増の14,903百万円となりました。この結果、受注残高は前事業年度末に比べ292百万円
減の3,364百万円となりました。
損益面では、前年同期に比べ賃金相場上昇に伴う労務費増加影響もあり、経常利益は前事

業年度に比べ117百万円減の1,384百万円となりましたが、投資有価証券売却益209百万円
を計上したこと等により、当期純利益は同138百万円増の1,186百万円となりました。
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事業別の受注高・売上高は、次表のとおりであります。

区 分
第 82 期 第 83 期

（当事業年度） 対前年度増減率

金 額 金 額 増 減 率
（百万円） （百万円） （％）

港湾事業 受 注 高 8,745 8,848 1.2%

売 上 高 9,268 8,768 △5.4%

地中事業 受 注 高 3,203 3,182 △0.7%

売 上 高 2,860 3,122 9.2%

陸上事業 受 注 高 1,069 1,057 △1.1%

売 上 高 1,078 1,036 △3.9%

その他の事業
受 注 高 1,896 1,522 △19.7%

売 上 高 1,518 1,975 30.1%

全事業合計 受 注 高 14,914 14,610 △2.0%

売 上 高 14,725 14,903 1.2%
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（2）資金調達等についての状況
① 資金調達

当事業年度の所要資金は自己資金より充当し、外部からの調達は行っておりません。

② 設備投資
当事業年度の設備投資額は172百万円で、その主な内容は、パソコン・ＯＡ機器、鋳造

設備及び鋳造用金型の更新であります。

（3）財産及び損益の状況
当事業年度及び過去３年間の業績の推移は次表のとおりであります。

区 分 第 80 期 第 81 期 第 82 期 第 83 期
（当事業年度）

受 注 高 （百万円） 14,550 13,837 14,914 14,610

売 上 高 （百万円） 14,158 13,780 14,725 14,903

経 常 利 益 （百万円） 1,273 1,204 1,502 1,384

当 期 純 利 益 （百万円） 899 834 1,047 1,186

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 365円00銭 339円09銭 425円54銭 482円51銭

総 資 産 （百万円） 11,419 11,328 12,146 12,168

純 資 産 （百万円） 8,008 8,297 8,730 9,365

１ 株 当 た り 純 資 産 額 3,252円30銭 3,371円65銭 3,548円53銭 3,819円71銭
（注）受注高等の記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（4）対処すべき課題
① 「23中計」の総括
当社は2023年度を初年度とする中期経営計画「23中計」（2023年度〜2025年度）にお

いて、主力の港湾事業を中心とした既存事業での堅実な業績確保、新規事業の基盤形成、
DX推進による業務効率化、ESGへの取り組み開始の4点を骨子に掲げ、各施策を推進してま
いりました。
23中計期間中の業績は、港湾事業における官公庁の大型予算案件の順調な発注と民間設

備保全工事の多数受注に支えられ、最終年度となる2025年度も堅調に推移し、経営数値目
標を達成しております。

項 目
2024年度（第82期）

計画→ 実績
2025年度（第83期）

計画→ 実績
売 上 高 139億円 → 147億円 145億円 → 149億円

経 常 利 益 10.3億円 → 15.0億円 12.9億円 → 13.8億円
定性面においても、DX推進による業務効率化、従業員エンゲージメント向上、CDP「B-」

評価取得など、サステナビリティ経営の基盤を構築しました。

② 中期経営計画「26中計」の策定
当社は、2026年に迎える創業75周年を契機として、中期経営計画「26中計」（2026年

度〜2028年度）を策定しております。
26中計では、2051年の創業100周年に向けた長期成長軌道を描き、当社のパーパス「ひた
むきに防食技術を追求し、社会基盤の価値をまもり続けることにより、安全安心な日常を次
代につなげます」の実現を目指してまいります。従来の工事売り切り型中心のビジネスモデ
ルから、75年にわたり蓄積した防食データを活用した知識集約型中心のビジネスモデルへ
と転換を図り、パーパスを基軸としたインフラの主治医として構造物の長寿命化に貢献する
企業を目指してまいります。
「26中計」の詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。

（5）主要な事業内容（2026年３月31日現在）
当社は電気防食工事、被覆防食工事、塗装防食工事及び腐食環境調査等総合的な防食に関

する事業を主な事業とし、これに付帯する事業を営んでおります。
なお、当社は建設業法に則り、特定建設業「（特ー７）第4101号」許可のもとに、事業を

行っております。
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（6）主要な事業所及び使用人の状況（2026年３月31日現在）
① 主要な事業所

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 東 京 都 中 央 区 営 業 所

支 店 北 海 道 営 業 所 北 海 道 札 幌 市

東 北 支 店 宮 城 県 仙 台 市 北 陸 営 業 所 新 潟 県 新 潟 市

東 関 東 支 店 千 葉 県 市 原 市 四 国 営 業 所 香 川 県 高 松 市

東 京 支 店 東 京 都 中 央 区 南 九 州 営 業 所 鹿 児 島 県 鹿 児 島 市

名 古 屋 支 店 愛 知 県 名 古 屋 市 沖 縄 営 業 所 沖 縄 県 那 覇 市

大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市 工 場 ・ 調 達

中 国 支 店 広 島 県 広 島 市 製造調達統括部 埼 玉 県 上 尾 市

九 州 支 店 福 岡 県 福 岡 市 研 究 所

技術開発センター 埼 玉 県 上 尾 市

② 使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

282名 ８名増 41.9歳 15.9年

（注） 使用人数には再雇用者（エルダー社員）、契約社員等は含めておりません。

（7）重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。
なお、三井金属株式会社は、当社の株式を781,000株（自己株式150,487株を控除した

持株比率31.85％）保有しており、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。

（8）主要な借入先（2026年３月31日現在）
該当事項はありません。
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2．株式の状況（2026年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 9,510,000株
（2）発行済株式の総数 2,602,500株 （自己株式150,487株を含む）
（3）株主数 1,251名
（4）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数（株） 持 株 比 率 （％）

三 井 金 属 株 式 会 社 781,000 31.85

ナ カ ボ ー テ ッ ク 取 引 先 持 株 会 205,700 8.38

株 式 会 社 麻 生 153,700 6.26

ナ カ ボ ー テ ッ ク 社 員 持 株 会 135,920 5.54

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 67,500 2.75

中 川 哲 央 64,350 2.62

合 同 会 社 ワ イ ズ 50,000 2.03

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 34,000 1.38

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 32,500 1.32

川 部 英 子 24,400 0.99

（注） 持株比率は自己株式（150,487株）を控除して計算しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次の通りです。
・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計

区 分 株 式 数（株） 交 付 対 象 者 数（名）

取 締 役 （社 外 取 締 役 を 除 く。） 1,927 ３

社 外 取 締 役 − −

監 査 役 − −
（注１） 交付した株式は、当社普通株式であります。
（注２） 交付した株式は、譲渡制限付株式であり、譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から

当社の取締役を退任する日までの間としております。
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3．会社役員の状況
（1）取締役及び監査役の状況（2026年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 宮 地 誠 社長執行役員

代表取締役専務取締役 南 正 信 専務執行役員 管理本部長兼技術本部長

取 締 役 濱 田 昌 宏 常務執行役員 事業本部長兼製造調達統括部長

社 外 取 締 役 中 川 哲 央

社 外 取 締 役 若 井 健太郎 三井金属株式会社執行役員
兼経営企画本部経営企画部副部長兼事業室長

社 外 取 締 役 柴 田 幸一郎 弁護士、森六株式会社社外取締役

社 外 取 締 役 岸 利 治 東京大学生産技術研究所教授

常 勤 監 査 役 星 川 次 夫

社 外 監 査 役 山 下 雅 司 三井金属株式会社常務取締役兼常務執行役員
経営企画本部副本部長

社 外 監 査 役 大 野 寿 宏 三井金属株式会社理事監査部長

社 外 監 査 役 小 畑 明 彦 弁護士

（注）1. 当社は、取締役柴田幸一郎氏及び岸利治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引
所に届け出ております。

2. 当社は、監査役小畑明彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出てお
ります。

3. 監査役山下雅司氏及び監査役大野寿宏氏は、三井金属株式会社の経理業務等を長年にわたり担当して
おり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

4. 当期の役員の異動（2025年６月27日付）
・代表取締役社長木村浩氏は、退任いたしました。
・常務取締役藤原博方氏は、退任いたしました。
・社外取締役落合健司氏は、退任いたしました
・若井健太郎氏は、新たに社外取締役に就任いたしました。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役全員との間で、会社法第423条第１項の責任につき、

善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項各号に定める額の合計額を限度と
して責任を負担する旨を定めた契約を締結しております。
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（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は取締役、監査役、執行役員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社と

締結しております。保険料は、全額会社が負担しております。被保険者がその職務の執行に
関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある
損害が補填されます。

（4）取締役及び監査役の報酬等
イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）基礎報酬 業績報酬 非金銭報酬 退職慰労金

取 締 役
（うち社外取締役）

149,604
(17,040)

71,327
(17,010)

33,423
(-)

7,804
(-)

37,050
(30)

10
（５）

監 査 役
（うち社外監査役）

33,460
（12,690）

32,937
（12,667）

-
(-)

-
(-)

522
（22）

４
（３）

合 計
（うち社外役員）

183,064
（29,730）

104,264
（29,677）

33,423
（-)

7,804
(-)

37,572
（52）

14
（８）

（注）1. 上記人員には、2025年６月27日開催の第82期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役３名を
含んでおります。

2. 取締役の報酬限度額は、1994年６月30日開催の第51期定時株主総会において年額250百万円以内
（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。（当該株主総会終結時点の取締役
の員数は12名であります。）

3. 非金銭報酬として取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対して譲渡制限付き
株式報酬を交付しております。2025年６月27日開催の第82期定時株主総会において、上記の取締役
の報酬枠とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付き株式による報酬の総額を年額74百万円以
内と決議いただいております。（当該株主総会終結時点の取締役の員数は９名であります。）

4. 監査役の報酬限度額は、1994年６月30日開催の第51期定時株主総会において年額50百万円以内と
決議いただいております。（当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名であります。）

5. 上記の報酬等の総額には、以下のものも含まれております。
・2025年度役員退職慰労金

取締役 9名分 37,050千円（うち社外取締役４名に対し 30千円）
監査役 ４名分 522千円（うち社外監査役３名に対し 22千円）

なお、上記支給額には、当事業年度中に役員退職慰労金として費用処理した33,920千円を含んでお
ります。

６．上記以外に2025年６月27日開催の第82期定時株主総会において、取締役退職慰労金制度廃止及び監
査役退職慰労金制度廃止に伴い、打ち切り支給が承認可決され、今後、実際の退任日に支給されま
す。その支給予定額は取締役６名で19,442千円（うち社外取締役３名で1,442千円）、監査役４名で
4,660千円（うち社外監査役３名で660千円）となっております。
なお、当該合計額24,102千円は、長期未払金としてすでに計上済となっております。
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７．当社は役員賞与を廃止しており、支給額に役員賞与は含まれておりません。

ロ．当事業年度に支払った役員退職慰労金
2025年６月27日開催の第82期定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもっ

て退任した取締役、監査役に対し支払った役員退職慰労金は、以下のとおりでありま
す。

・取締役２名に対し 72,720千円
・社外取締役１名に対し 90千円

ハ．役員報酬等の内容の決定に関する方針
当社は、2022年６月の取締役会において、従来の報酬委員会を廃止し、新たに指

名・報酬委員会規程を制定するとともに、同委員会を設置し、東京証券取引所に開示い
たしました。取締役の報酬額については、株主総会で決議された範囲内で、取締役会か
ら一任を受けた指名・報酬委員会において公正かつ透明性をもって具体的な報酬額を算
出するよう検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿
うものであると判断しております。
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2025年度の指名・報酬委員会の概要は以下のとおりであります。

指名・報酬委員会の概要

（設置目的）
取締役の選解任等及び報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性・客観性・

説明責任を強化するため。
（運用）
取締役報酬規程に基づき、取締役報酬額は株主総会の決議を得た限度額以内にお

いて、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が審議し、これを取締役会に答
申します。
当委員会においては、特別な利害関係を有しない委員の過半数をもって決定して

おります。
（構成）
指名・報酬委員会は、取締役会で選任された委員で構成され、独立社外取締役１

名を委員長とします。

2025年５月時点における指名・報酬委員会の構成は以下のとおりであります。

・委員長 柴田幸一郎 （社外取締役・独立役員）
・委員 中川哲央 （社外取締役）

岸利治 （社外取締役・独立役員）
小畑明彦 （社外監査役・独立役員）
山下雅司 （社外監査役）
木村浩 （代表取締役社長）※当時

当社の取締役報酬は、取締役報酬規程において、基礎報酬、業績報酬、非金銭報酬か
らなることが定められております。各報酬についての方針は、2025年４月18日開催の
取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりであります。
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① 基礎報酬（固定報酬）に関する方針
基礎報酬については、社員最高年収、世間水準などを総合的に勘案したうえで、社長

の基礎報酬年額（７月〜翌年６月の基礎報酬額）を設定します。社長を除く各役位の取
締役の基礎報酬年額は、社長の同年額を基準に職責に応じた役位毎の比率に基づき算出
します。これら基礎報酬額の世間水準は、政府統計などの外部の調査データ等から把握
します。

② 業績連動報酬に関する方針
業績報酬については、取締役（社外取締役を除く）を対象に、経営成績を評価する上

で重要な指標としている経常利益を算定要素とし、過去の傾向を踏まえ恣意性を排除し
てあらかじめ定めた算定式に基づき算出します。
なお、経営の執行を公平な立場で判断する社外取締役については、基礎報酬のみを支

給し、業績連動報酬の支給対象としません。

③ 非金銭報酬に関する方針
非金銭報酬については、取締役（社外取締役を除く）を対象に、当社の企業価値の持

続的な向上のためのインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を図る
ことを目的として、譲渡制限付株式を報酬として交付します。対象取締役に対して譲渡
制限付株式の付与のために支給する報酬は、1994年6月30日開催の第51期定時株主総
会後決議いただいている取締役の報酬総額の年額250百万円以内とは別枠で、2025年
6月27日開催の第82期定時株主総会で取締役の報酬総額を年額74百万円以内とし、ま
た、これによって対象取締役が発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は、年
40,000株を上限とする決議をいただいています。
なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、上記限度額または限

度株数の範囲内において、指名・報酬委員会が諮問に応じ、審議・答申のうえ取締役会
が決定します。

④ 報酬等の割合に関する方針
取締役（社外取締役を除く）の報酬割合は、経常利益1,400百万円（2021年度以降

の実績平均に基づく）の時の取締役報酬を基準値とし、当該基準値における各報酬の割
合（基礎報酬52％、業績報酬37％、株式報酬11％）を算出しモデルとして設定してい
ます。
なお、会社業績に応じ業績報酬が変動するため、基礎報酬、業績報酬、株式報酬の割

合も変動します。

2026年05月25日 12時18分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 27 ―

⑤ 報酬等の付与時期や条件に関する方針
基礎報酬額及び業績報酬額の改定については、取締役報酬規程に基づき前年度の業績

が確定した毎年７月に実施します。役位の変更があった場合には、新役位就任の月の翌
月から基礎報酬額を改定します。基礎報酬及び業績報酬は、取締役の在籍期間中に月額
均等払いで金銭にて支給します。
株式報酬については、譲渡制限付株式を毎年一定の時期に交付し、譲渡制限期間は退

任日までとします。また、インサイダー取引を防止するために退任後も一年間は株式を
売却できないものとしています。また、正当でない理由による退任は、期間の経過によ
らず当社が全株式を無償取得します。

⑥ 報酬等の内容の決定に関する方針
当社は、2022年６月の取締役会において、従来の報酬委員会を廃止し、新たに指

名・報酬委員会規程を制定するとともに、同委員会を設置し、東京証券取引所に開示い
たしました。取締役の報酬額については、株主総会で決議された範囲内で、取締役会が
一任した指名・報酬委員会において公正かつ透明性をもって審議された答申を経て取締
役会にて決定しております。

指名・報酬委員会の概要は以下のとおりであります。
［指名・報酬委員会の概要]
（設置目的）

取締役の選解任等及び報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性・客観性・説明
責任を強化するため。

（運用）
取締役報酬規程に基づき、取締役報酬額は株主総会の決議を得た限度額以内におい

て、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が審議のうえ答申し、これを取締役会
にて決定します。当委員会においては、特別な利害関係を有しない委員の過半数をもっ
て決定しております。

（構成）
指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役及び監査役（以下、

「委員」という。）の３名以上で構成され、社外役員を主要な構成員とし、その社外役員
の過半数を独立社外役員としております。また、指名・報酬委員会の委員長は、委員の
うちの独立社外取締役の中から委員の互選によって選定しております。

⑦ その他
以上のほか、取締役報酬規程では、取締役会の決議により基礎報酬減額の措置をとる

ことができます。
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（５）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

（2026年３月31日現在）
・取締役若井健太郎氏は、関係会社である三井金属株式会社の執行役員兼経営企画本部
経営企画部副部長兼事業室長を兼務しております。

・監査役山下雅司氏は、関係会社である三井金属株式会社の常務取締役兼常務執行役員
経営企画本部副本部長を兼務しております。

・監査役大野寿宏氏は、関係会社である三井金属株式会社の理事監査部長を兼務して
おります。
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② 当事業年度における主な活動状況

区分 氏 名 取締役会
出席回数 主 な 活 動 状 況

取締役 中川 哲央 14/14 総合商社及び経営革新の推進機関における勤務経験、及び当社創業
家出身者としての長年に亘る当社社外取締役の経験に基づき、社外
取締役として中立かつ客観的な立場から、当社の経営上有用な発言
を行いました。
指名・報酬委員として当事業年度に開催された同委員会４回全てに
出席し、取締役候補者選定、役員報酬の改定に関し、有用な発言を
行いました。

取締役 若井健太郎 10/10 関係会社の業務執行者であり、経営企画の専門家としての幅広い知
識と経験に基づき、社外取締役として中立かつ客観的な立場から、
当社の経営上有用な発言を行いました。

取締役 柴田幸一郎 13/14 弁護士及び他社（森六株式会社）社外役員としての豊富な経験と幅
広い知識に基づき、独立社外取締役として中立かつ客観的な立場か
ら、当社の経営上有用な発言を行いました。
指名・報酬委員会委員長として、当事業年度に開催された同委員会
４回全てに出席し、同委員会を主導し、取締役候補者選定、役員報
酬の改定を答申しました。

取締役 岸 利治 13/14 コンクリート工学の専門家（東京大学生産技術研究所教授）として
の高い専門性と豊富な知識に基づき、独立社外取締役として中立か
つ客観的な立場から、当社の経営上有用な発言を行いました。
指名・報酬委員として当事業年度に開催された同委員会４回全てに
出席し、取締役候補者選定、役員報酬の改定に関し、有用な発言を
行いました。
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区分 氏 名 取締役会
出席回数

監査役会
出席回数 主 な 活 動 状 況

監査役 山下 雅司 14/14 8/8 関係会社の業務執行者であり、経理及び経営企画の専門
家としての幅広い知識と経験に基づき、社外監査役とし
て中立かつ客観的な立場から、当社の経営上有用な発言
を行いました。
指名・報酬委員として当事業年度に開催された同委員会
４回全てに出席し、取締役候補者選定、役員報酬の改定
に関し、有用な発言を行いました。

監査役 大野 寿宏 13/14 7/8 関係会社の理事監査部長であり、経理における豊富な経
験及び関係会社経営者として培った幅広い知識と経験に
基づき、社外監査役として中立かつ客観的な立場から、
当社の経営上有用な発言を行いました。

監査役 小畑 明彦 14/14 8/8 弁護士としての幅広い知識と経験に基づき、独立社外監
査役として中立かつ客観的な立場から、当社の経営上有
用な発言を行いました。
指名・報酬委員として当事業年度に開催された同委員会
４回全てに出席し、取締役候補者選定、役員報酬の改定
に関し、有用な発言を行いました。

（注１） 社外取締役若井健太郎氏の取締役会出席回数については、2025年６月27日開催の第
82期株主総会にて取締役就任後の回数を記載しております。

（注２） 当社では、取締役会に出席できない社外取締役及び社外監査役に対して、事前に資料
配布等を実施し、コメント等をできるようにしております。
また、同様に当社では、監査役会に出席できない社外監査役に対して、事前に資料配布
等を実施し、コメント等をできるようにしております。
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4．会計監査人の状況
（1）名称 有限責任 あずさ監査法人

（2）当該事業年度中に辞任した又は解任された会計監査人に関する事項
該当事項はありません。

（3）現在の業務停止処分に関する事項
該当事項はありません。

（4）過去２年間の業務停止処分に関する事項のうち、会社が事業報告の内容とすべ
きと判断した事項
該当事項はありません。

（5）責任限定契約に関する事項
該当事項はありません。

（6）会計監査人に対する報酬等の額
① 当該事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 23,500千円
② 当社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 23,500千円
（注）1. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度の監査実績との整合性及び職務遂行状

況、並びに報酬見積の算出根拠の相当性について必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬
等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記①の金額には金融商品取引法に基づく監査
の報酬等の額を含めております。

（7）公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）の内容
該当事項はありません。

（8）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると判断した

ときは、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、当社の都合により、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する

議案の内容を決定するほか、会計監査人の責に帰すべき事由等により監査契約を継続するこ
とができないと判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関す
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る議案の内容を決定いたします。
なお、いずれの場合も監査役会は、株主総会に提出する新たな会計監査人の選任に関する

議案の内容を決定いたします。

5．業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務

の適正及び財務報告の信頼性を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとお
りであります。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制

① 社長が「社是」、「経営理念」、「パーパス」及び「行動基準」の精神を伝えることによ
り、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底しております。

② 取締役会規程等の社内規則により各取締役の権限を明確にし、更に社外取締役制の導入
により、各取締役の職務執行の透明性を向上させ、適正な職務の執行が行われる体制と
しております。

③ 内部監査室の実効性を高め、監査役・会計監査人・内部監査室の三者による監査体制の
確立を図ることとしております。

④ 外部の弁護士にも直接連絡可能な公益通報者保護法に基づく内部通報に関する規程によ
り、法令違反、「行動基準」違反の未然防止及び早期発見を的確に行う仕組みを構築し
運用しております。

⑤ 社会の秩序や企業の健全な活動に影響を与える反社会的勢力に対しては、取引を含めた
一切の関係を遮断するとともに、警察等関連機関とも連携し毅然とした姿勢で組織的に
対応することとしております。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程に従い、文書又は電磁的媒体に記録し、保

存しております。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧
できることとしております。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクカテゴリー毎の責任部署及び各種委員会並びに新たに生じたリスク、その他の対応

機関としてのリスクマネジメント委員会を設置し、それぞれが規則の制定、研修の実施、マ
ニュアルの作成等を行うとともに各種リスクに対応し、経営方針会議が総括的に管理してお
ります。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 月１回以上の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催いたして

おります。
② 開催にあたり、各取締役に事前に取締役会資料を配布し、必要に応じ議案の説明をして

おります。
③ 取締役会が定める中期経営計画、年度経営方針及びそれに基づく数値目標、並びにその

他の重要事項については、経営方針会議と執行役員制度を導入し、迅速な業務執行とそ
の実現を目指しております。

④ 取締役は取締役会での決定事項を執行役員へ伝え、執行役員は当該事項を各部門へ浸透
させ、各部門は目標に向けて、具体的な行動計画及び予算の策定並びに月次・四半期業
績管理を実施しております。取締役会、経営方針会議では状況を定期的にレビューして
おります。

（5）財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な

提出のため、内部統制システムを構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価
し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関連法令等との適合性を確保すること
としております。

（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使
用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使
用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役が求めた場合、監査役の職務を補助する使用人を置きます。また、当該使用人の人

選については、取締役からの独立性に配慮しつつ、監査役の意見を参考として決定し、当該
使用人の異動、人事評価等については、常勤監査役と事前に相談を行います。当該使用人が
監査役の職務を補助するにあたっては、取締役から独立して監査役を補佐し、監査役会等に
おいて監査役からの指示を受けるとともに、指示事項の進捗等の報告、情報提供等を行いま
す。

（7）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関
する体制
取締役及び使用人は、法令及び社内規則に従い監査役に報告すべき事項が生じたときは監

査役に報告しております。当該報告を有効かつ容易にするため、常勤監査役に関しては、取
締役会に加え、経営方針会議等業務執行関連の重要会議に出席する機会を確保しておりま
す。
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（8）監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを
受けないことを確保するための体制
公益通報者保護法に基づく内部通報に関する規程において通報者が不利益な取り扱いを受

けることがない旨を定めており、これを準用し、使用人の監査役への情報提供につきまして
も、これを理由とした不利益な処遇は、一切行いません。

（9）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職
務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタン

トその他の外部アドバイザーを任用するなど必要な監査費用を認めております。

（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び重要な使用人からの個別ヒアリングの機会を設けるとともに、内部監査室との

連携を確保し、社長又は会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換を実施しておりま
す。

6．業務の適正を確保するための体制の運用状況
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであ

ります。

（1）取締役の職務の適正性及び職務の執行が効率的に行われることに対する取り組
み
当社は、当事業年度において取締役会を14回開催いたしました。取締役会に上程する審

議事項に関する資料は、出席者が十分な準備を行えるように事前配布とし、必要に応じて議
案の事前説明を行っております。取締役会では取締役及び監査役は上程された審議事項につ
いて活発な意見交換を行っております。
社外役員は、独立した立場にて専門的見地から意見を表明し、取締役の業務執行に関し提

言を行っております。
当社は、経営方針会議と執行役員制度を導入しており、取締役会が定める中期経営計画、

年度経営方針及びそれに基づく数値目標並びにその他重要事項について、迅速な業務執行と
その実現に取り組んでおります。当事業年度において経営方針会議を23回開催いたしまし
た。
当社では、取締役会構成メンバーが経営及び事業に関する理解を深めることができるよう

役員研修会を設けており、当事業年度においては、施工現場視察を２回開催いたしました。
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（2）コンプライアンスに対する取り組み
従業員を対象に当社社員としての行動基準の周知を通じて、法令及び社内規則の遵守並び

に社会良識に基づき行動することを徹底し、コンプライアンス意識の醸成に取り組んでおり
ます。また、不祥事や問題の発生を未然に防止するため、外部の弁護士も通報窓口として選
択可能な公益通報者保護法に基づく内部通報制度に関する規程を制定し、社内へ周知してお
ります。

（3）リスク管理に対する取り組み
当社のリスク管理体制は、リスクマネジメント委員会を主体に運用し、当事業年度におい

て、13回開催いたしました。同委員会では、各種リスクの把握やその対応について協議し、
その状況を経営方針会議に報告しております。また、そのほかのリスク管理体制として、安
全衛生委員会を当事業年度において12回開催、品質管理委員会を当事業年度において12回
開催いたしました。

（4）監査役の監査が実効的に行われることに対する取り組み
当社の監査役会は、社外監査役３名を含む監査役４名で構成されており、当事業年度にお

いて８回開催しております。監査役会では、各監査役が監査に関する重要な事項について報
告をし、協議・決議を行っております。
監査役は、取締役会のほか、経営方針会議などの重要な会議に出席し、業務執行が適切に

行われていることを確認しております。
また、監査役は、取締役及び重要な使用人からの個別ヒアリング機会を設定し、内部監査

室との連携及び社長、会計監査人との間での定期的な意見交換を実施し、監査の実効性を確
保しております。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

千円 千円
流 動 資 産
現 金 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
完 成 工 事 未 収 入 金
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
未 成 工 事 支 出 金
材 料 貯 蔵 品
前 払 費 用
関 係 会 社 預 け 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 ・ 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
破 産 更 生 債 権 等
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

10,156,640
1,278,995

59,898
557,453

3,223,989
464,025
642,729
149,172
139,166
78,000

3,561,681
12,721

△11,193
2,012,129
750,962
252,925
12,425
57,358
2,561

174,378
251,012

300
26,590
12,367
12,000
2,222

1,234,576
742,630
53,162

323,435
168,509
△53,162

流 動 負 債 2,217,361
工 事 未 払 金 529,011
買 掛 金 150,142
未 払 金 72,921
未 払 費 用 104,993
未 払 法 人 税 等 392,842
未 払 消 費 税 等 161,050
契 約 負 債 44,121
預 り 金 31,495
完 成 工 事 補 償 引 当 金 3,613
工 事 損 失 引 当 金 22,518
賞 与 引 当 金 700,276
そ の 他 4,375

固 定 負 債 585,421
退 職 給 付 引 当 金 522,349
資 産 除 去 債 務 38,970
そ の 他 24,102
負 債 合 計 2,802,783

純 資 産 の 部
株 主 資 本 8,956,926
資 本 金 866,350
資 本 剰 余 金 873,895
資 本 準 備 金 753,385
そ の 他 資 本 剰 余 金 120,510
利 益 剰 余 金 7,754,942
利 益 準 備 金 197,611
そ の 他 利 益 剰 余 金 7,557,331
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 28,229
別 途 積 立 金 600,000
繰 越 利 益 剰 余 金 6,929,101

自 己 株 式 △538,261
評 価 ・ 換 算 差 額 等 409,060
その他有価証券評価差額金 411,179
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △2,119
純 資 産 合 計 9,365,986

資 産 合 計 12,168,769 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,168,769
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（自 2025

至 2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

科 目 内 訳 金 額
千円 千円

売 上 高
完 成 工 事 高 11,956,550
製 品 等 売 上 高 2,946,639 14,903,189

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 9,261,211
製 品 等 売 上 原 価 1,714,064 10,975,276

売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 2,695,338
製 品 等 売 上 総 利 益 1,232,574 3,927,913

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,616,254
営 業 利 益 1,311,659

営 業 外 収 益
受 取 利 息 26,542
受 取 配 当 金 23,742
受 取 賃 貸 料 8,142
廃 品 売 却 収 入 6,468
雑 収 入 9,789 74,685

営 業 外 費 用
譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 償 却 512
雑 損 失 930 1,442
経 常 利 益 1,384,902

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 209,173 209,173

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 75 75

税 引 前 当 期 純 利 益 1,594,000
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 368,607
法 人 税 等 調 整 額 39,186 407,793
当 期 純 利 益 1,186,206

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（自 2025

至 2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益
剰 余 金
合 計

固 定 資 産
圧縮積立金

別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 866,350 753,385 116,741 870,126 197,611 28,229 600,000 6,480,999 7,306,840
期 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △738,104 △738,104
当 期 純 利 益 1,186,206 1,186,206
自己株式の取得
自己株式の処分 3,769 3,769
株主資本以外の項目の
期中の変動額（純額）

期中の変動額合計 ― ― 3,769 3,769 ― ― ― 448,102 448,102
当 期 末 残 高 866,350 753,385 120,510 873,895 197,611 28,229 600,000 6,929,101 7,754,942

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 評 価 ・ 換 算

差 額 等 合 計
当 期 首 残 高 △489,897 8,553,418 177,214 ― 177,214 8,730,632
期 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △738,104 △738,104
当 期 純 利 益 1,186,206 1,186,206
自己株式の取得 △55,000 △55,000 △55,000
自己株式の処分 6,636 10,405 10,405
株主資本以外の項目の
期中の変動額（純額） 233,965 △2,119 231,846 231,846

期中の変動額合計 △48,363 403,507 233,965 △2,119 231,846 635,353
当 期 末 残 高 △538,261 8,956,926 411,179 △2,119 409,060 9,365,986

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）を採用しております。
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。
(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 未成工事支出金
個別法による原価法を採用しております。

② 商品・製品・材料貯蔵品
月次総平均法による原価法(貸借対照表価額につきましては収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定)を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産
定率法(ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し
ております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。
(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。
ただし、ソフトウエア(社内利用分)については社内における利用可能期間(５年)に基

づく定額法によっております。
(3) 長期前払費用

支出の効果の及ぶ期間で均等償却しております。
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３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計
上しております。

(2) 完成工事補償引当金
完成工事に係る契約不適合の費用に備えるため、当期完成工事高に対する将来の見

積補償額に基づいて計上しております。
(3) 工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生
が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見
込額を計上しております。

(4) 賞与引当金
従業員の賞与支払いに備えるため、翌期支給見込額の当期負担額を計上しておりま

す。
(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ

せる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事
業年度から費用処理しております。
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４．収益及び費用の計上基準
当社は顧客との契約について、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の５

ステップを適用することにより収益を認識しております。
（１）工事契約に係る収益
工事契約に係る収益には、主に港湾施設、地中埋設施設及び陸上施設等の防食工事の請負

が含まれ、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。な
お、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合
（インプット法）で算出しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積
りができない工事については原価回収基準を適用しております。期間がごく短い工事につい
ては代替的な取扱いを適用し完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。履
行義務の充足後、別途定める支払条件により通常一年以内に支払を受けておりますが、一部
の契約においては、取引価格の一部前受や工事出来高に応じた支払を受けております。これ
らの履行義務に対する対価は、重大な金融要素は含んでおりません。
（２）製品等出荷に係る収益
製品等出荷に係る収益には、防食関連材料や装置の製造・販売が含まれ、当該履行義務

は、主として顧客へ製品等を引き渡した時点で製品等に対する支配が顧客に移転し、履行義
務が充足されたと判断しておりますが、出荷時から製品等の支配が顧客に移転される時まで
の期間が通常の期間である場合には、代替的な取扱いを適用し出荷時に収益を認識しており
ます。なお、複数の製品等の納入を伴う契約については製品等ごとに履行義務を充足した時
点で収益を認識しております。なお、契約数量全数の出荷後、別途定める支払条件により通
常一年以内に支払を受けておりますが、一部の契約においては、取引価格の一部の前受や契
約数量の一部出荷に応じた支払を受けております。これらの履行義務に対する対価は、重大
な金融要素は含んでおりません。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を適用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
為替相場の変動等により損失の可能性がある外貨建売上及び仕入の予定取引につい

て、これと同一通貨の為替予約を契約することにより、当該リスクをヘッジしておりま
す。
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③ ヘッジ方針
ヘッジの手段であるデリバティブ取引（為替予約）は実需の範囲内で行う方針として

おります。
④ ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段の残高とヘッジ対象である予定取引とは重要な条件がほぼ同じであり、実
行の可能性が極めて高いため、有効性の判断を省略しております。

（2）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表に関する注記
１．資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額： 1,837,572千円
２．損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両

建てで表示しております。損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、
工事損失引当金に対応する額は11,623千円であります。

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債務： 12,715千円

損益計算書に関する注記
１．売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額： 22,518千円
２．関係会社との取引高

営業取引高 売上高 ： ―千円
仕入高 ： ―千円
その他の営業取引高： 46,179千円

営業外取引高 預け金に係る利息等： 24,439千円

2026年05月25日 12時18分 $FOLDER; 43ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 43 ―

株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当 事 業 年 度 期 首
株 式 数 （株）

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数 （株）

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数 （株）

当 事 業 年 度 末
株 式 数 （株）

発 行 済 株 式

普 通 株 式 2,602,500 ― ― 2,602,500

合 計 2,602,500 ― ― 2,602,500

自 己 株 式

普 通 株 式 （注） 142,151 10,263 1,927 150,487

合 計 142,151 10,263 1,927 150,487

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加10,263株は、東京証券取引所の自己株式立会外買付取
引(ToSTNeT-3による買付け)による増加10,000株及び譲渡制限付株式の無償取得による
増加263株であり、自己株式の株式数の減少1,927株は、譲渡制限付株式報酬としての自
己株式の処分によるものであります。

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

（決 議） 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年６月27日
定 時 株 主 総 会 普通株式 738,104 300 2025年３月31日 2025年６月30日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
次のとおり、決議を予定しております。

（決 議） 株式の種類 配当金の総額
（千円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年６月26日
定 時 株 主 総 会 普通株式 821,424 利益剰余金 335 2026年３月31日 2026年６月29日
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税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 （千円）
貸倒引当金 20,285
賞与引当金 220,727
未払事業税 29,091
賞与引当金に係る未払社会保険料 27,885
退職給付引当金 164,644
長期未払金 7,597
完成工事補償引当金 1,138
工事損失引当金 7,097
有価証券退職給付信託拠出損 21,988
資産除去債務 12,283
その他 21,882

繰延税金資産計 534,621
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △189,258
固定資産圧縮積立金 △12,993
その他 △8,934

繰延税金負債計 △211,186
繰延税金資産の純額 323,435

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当
該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.66％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.14％
住民税均等割等 0.97％
税額控除 △5.06％
みなし配当 △0.49％
その他 △0.98％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.58％
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については安全性の高い金融商品で運用し、また、短期的な運転資金調
達の必要性が生じた場合には、主に銀行からの借入による方針であります。デリバティブ取
引は、為替の変動リスクの軽減を主眼とし、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権、完成工事未収入金及び売掛金は、顧客の信用リ

スクに晒されております。当該リスクに関しては、信用調査資料等により取引先の信用力を
評価し、取引の可否を決定しております。
関係会社預け金は、銀行預金と同じ取り扱いであり、払い出しは自由であることから、リ

スクは無いと判断しております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに

晒されております。
営業債務である工事未払金及び買掛金は１年以内の支払期日であります。
未払金、未払法人税等及び未払消費税等は、１年以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債権債務にかかる為替の変動リスクに対するヘッジを

目的とした先物為替予約を行っております。
（3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、債権債務管理要領に従い、営業債権について、各支店・営業所の営業部門が

主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手先ごとに期日及び残高を管理
するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不

履行によるいわゆる信用リスクはほとんど無いと判断しております。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対し
て、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券については、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に

見直しております。
デリバティブ取引の執行・管理につきましては、決裁権限及び取引限度額等を定めた

社内ルールに従い、経理部門が決裁者の承認を得て行っております。
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③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許

流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

２．金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。
（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

投資有価証券

その他有価証券 740,980 740,980 ―

（注１）「現金預金」「受取手形」「電子記録債権」「完成工事未収入金」「売掛金」「関係会社預け
金」「工事未払金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」「未払消費税等」については、
現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるこ
とから、記載を省略しております。

（注２）市場価格のない株式等は、「その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品
の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額

非上場株式 1,650

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超

現金預金 1,278,995 ー

受取手形 59,898 ー

電子記録債権 557,453 ー

完成工事未収入金 3,223,989 ー

売掛金 464,025 ー

関係会社預け金 3,561,681 ー

合計 9,146,043 ー
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３．時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合に
は、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定にお
ける優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されて

いるため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

関連当事者との取引に関する注記
親会社及び法人主要株主等

属 性 会 社 等
の 名 称 住 所

資 本 金
又 は
出 資 金
（千円）

事 業 の
内 容

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取 引 の
内 容

取引金額
（千円） 科 目 期末残高

（千円）

その他
の関係
会 社

三井金属
株式会社

東京都
品川区 42,377,791

機能材料
非鉄金属
自動車部品

（被所有）
直接

31.94

余剰資金の預入れ
営業上の取引
役員の兼任

余剰資金
の預入れ 924,439 関係会社

預 け 金 3,561,681利 息 の
受け取り 24,439

（注） 取引条件及び取引条件の決定方針等
余剰資金の預入れについては、三井金属株式会社における関係会社預り金制度に基づく
ものであり、預け金に付される利息については、市場金利を勘案した上で、同社と利率
を決定しております。
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収益認識に関する注記
(1)収益の分解

収益認識の時期別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。
(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

港湾 地中 陸上 計
一時点で移転される財又は
サービス 6,610,241 2,064,977 948,760 9,623,979 728,198 10,352,178

一定の期間にわたり移転さ
れる財又はサービス 2,158,553 1,057,744 87,303 3,303,600 1,247,410 4,551,011

顧客との契約から生じる収益 8,768,794 3,122,721 1,036,064 12,927,580 1,975,609 14,903,189

売上高 8,768,794 3,122,721 1,036,064 12,927,580 1,975,609 14,903,189

(注)１．収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に
履行義務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、一時点で移転される財又はサー
ビスに含めております。

２．その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、RC事業及び国際事業を含んで
おります。

財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。
(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

港湾 地中 陸上 計
工事 6,754,651 3,016,863 470,412 10,241,927 1,714,622 11,956,550

製品等 2,014,143 105,858 565,651 2,685,652 260,986 2,946,639

顧客との契約から生じる収益 8,768,794 3,122,721 1,036,064 12,927,580 1,975,609 14,903,189

売上高 8,768,794 3,122,721 1,036,064 12,927,580 1,975,609 14,903,189

(注) その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、RC事業及び国際事業を含んでお
ります。

(2)収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載のとおりであります。
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(3)当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

(単位：千円)
当事業年度

期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
受取手形 292,405 59,898
電子記録債権 611,320 557,453
完成工事未収入金 3,443,211 2,932,181
売掛金 718,121 439,082

5,065,059 3,988,615
契約資産
完成工事未収入金 266,152 291,807
売掛金 ― 24,943

266,152 316,750
契約負債 275,845 44,121

契約資産は、主として一定の期間にわたり履行義務が充足される契約において、収益を認識
したが未請求の作業に係る対価に関連するものであります。当社では主に、工事契約に関して
報告日時点で完了している作業に対する対価のうち、まだ請求を行っていない部分に対する当
社の権利に関係しております。契約資産は、権利が無条件になった時点で債権に振替えられま
す。これは通常、請求書を顧客に発行した時点であります。
契約負債は、主として顧客からの前受金に関するものであり、収益を認識する際に充当され

残高が減少いたします。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、

255,263千円であります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当事業年度に認識した収益(主に、

取扱いを行う工事の期間がごく短く代替的な取扱いを適用していた工事の工期延長)の額は、
4,227千円であります。
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② 残存履行義務に配分した取引価格
工事契約に係る収益に関して、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見

込まれる期間は、以下のとおりであります。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引
価格に含まれていない重要な金額はありません。なお、製品等出荷に係る収益については、当
初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載
を省略しております。

(単位：千円)

当事業年度

（2026年３月31日）

１年以内 2,515,907

１年超 82,489

合計 2,598,397

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 3,819円71銭
２．１株当たり当期純利益 482円51銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年５月21日
株式会社 ナカボーテック
取 締 役 会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 濵田 睦將
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙藤 顕広

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ナカボーテックの2025年４月１

日から2026年３月31日までの第83期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第83期事業年度における取

締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報
告書を作成し、以下のとおり報告いたします

１．監査の方法およびその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室
その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施いたしました。なお、各会議体への参加及び一部監査
等にWEB会議システムを利用するなどして行い、当初の監査計画を実行しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社
及び主要な事業所等に関して業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保する為の体制その他株式会社の業務の適正を確保する為に必要なものとして会社
法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の
内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取
締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要
に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
さらに、財務報告に係る内部統制については、取締役及び有限責任あずさ監査法人
から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、且つ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる
ことを確保する為の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討
事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につ
いて検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告及びその附属明細書の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月21日
株式会社ナカボーテック 監査役会

常勤監査役 星 川 次 夫 ㊞
社外監査役 山 下 雅 司 ㊞
社外監査役 大 野 寿 宏 ㊞
社外監査役 小 畑 明 彦 ㊞

以 上
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